
君津中央病院企業団公告第７６号 

 

 

事後審査型制限付き一般競争入札の実施について 

 

事後審査型制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）第１６７条の６の規定により、次のとおり公告します。 

平成２９年 ６月１２日  

 

君津中央病院企業団 企業長 福山 悦男 

 

１ 入札に付する事項 

（1）調 達 物 品  麻酔科用超音波診断装置購入 

（2）納 入 場 所  木更津市桜井１０１０番地 君津中央病院 

（3）納 入 期 限  平成２９年 ９月３０日 

（4）調達物品の仕様等 

本件に係る契約書案及び仕様書（以下｢仕様書等｣という。）によるものとする。 

（5）最低制限価格の設定等 

  最低制限価格  なし 

 

２ 入札参加者に必要な資格に関する事項 

  本件の入札に参加する者に必要な資格は、次のとおりである。 

（1）平成２９・３０年度 君津中央病院企業団建設工事等入札参加業者資格者名簿（以下「資

格者名簿」という。）の物品等業の医療機器・診療材料に登載され、本件の公告日から入札

日までの間に、君津中央病院企業団建設工事等有資格者指名停止措置要領に基づく指名停止

措置を受けていない者であること。 

（2）医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律（昭和３５年法律１４

５号）第３９条第１項の規定に基づく高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者で

あること。 

（3）地方自治法施行令第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者であること。 

① 手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過しない者、又は本件の入札日

前６か月以内に手形又は小切手を不渡りした者 

② 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判 

所からの更生手続開始決定がされていない者 

③ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づく裁判 

所からの再生手続開始決定がされていない者 

 

３ 入札参加申請 

入札参加を希望する者は、次のとおり入札参加のための申請を行わなければならない。 

 



 

（1）申請期間   平成２９年 ６月１２日（月） 

                 平成２９年 ６月１９日（月） 

（1）申請期    （土・日曜日を除く、８時３０分～１７時１５分） 

（2）申請方法   事後審査型制限付き一般競争入札参加申請書（第１号様式）を申請期間内 

         に君津中央病院 事務局管財課に２部提出する。 

  

４ 仕様書等の縦覧等 

仕様書等の縦覧及び貸出しは次のとおり行うものとする。 

（1）申請期間  平成２９年 ６月１２日（月） 

                 平成２９年 ６月１９日（月） 

（1）申請期    （土・日曜日を除く、８時３０分～１７時１５分） 

（2）申請方法  仕様書等縦覧申込書（第２号様式）を申請期間内に君津中央病院 事務局 

                 管財課に提出すること。なお、仕様書等の借用を希望する者は、入札参加 

                 申請の際に申し込み、入札日までに返却するものとする。 

 

５ 仕様書等に対する質問 

  仕様書等に対する質問がある場合は、君津中央病院 事務局管財課へ電子メール又はＦＡＸ

にて提出すること。なお、質疑がない場合は提出しないものとする。 

（1）質疑提出期間  平成２９年 ６月１６日（金） 

平成２９年 ６月１９日（月） 

（1）申請期      （８時３０分～１７時１５分） 

（2）質疑提出先   事務局管財課 

メール kanzai@kc-hosp.or.jp 

ＦＡＸ ０４３８－３６－８４３７ 

（3）質問回答  平成２９年 ６月２１日（水）  

（入札参加申請者全員にＦＡＸで回答する。） 

６ 入札の日時及び場所 

（1）日  時  平成２９年 ６月２６日（月）１４時１０分 

（2）場  所  木更津市桜井１０１０番地 君津中央病院 ４階講堂１ 

（2）場所    電話：０４３８－３６－１０７２ ＦＡＸ：０４３８－３６－８４３７ 

７ 入札参加資格の確認等 

（1）本件の落札候補者は、事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（第３号様式）

及び関係資料（以下「資格確認資料」という。）を持参により提出し、入札参加資格の確認

を受けなければならない。当該書類を提出期限までに提出しなかった場合は、落札候補者の

資格を失う。 

（2）資格確認資料の提出期間等 

① 提出期間  平成２９年 ６月２６日（月） 

平成２９年 ６月２７日（火） 



（８時３０分～１７時１５分） 

   ② 提出場所  君津中央病院 事務局管財課 

  ③ 場所    木更津市桜井１０１０番地 電話０４３８－３６－１０７２ 

③ 提出書類  事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（第３号様式） 

                 高度管理医療機器等販売業の許可証の写し 

麻酔科用超音波診断装置購入の内訳書 

 

８ 保証金に関する事項 

  入札保証金及び契約保証金  君津中央病院企業団財務規程第９５条及び第１０７条の規定

による 

 

９ 入札書に記載する金額 

（1）入札書に記載する金額は、物品のほか、システム、関税、輸送費、保険料、搬入・ 

据付工事（二次側以降）、試運転・調整、トレーニングを含む検収完了までの一切の費

用を含めた総価とすること。 

（2）落札決定に当っては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の８に相当する額を

加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を四捨五入した金額）

を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免除事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当する金額を入札

書に記載すること。 

 

１０ 入札の心得 

（1）入札に関する注意事項 

① 入札書、誓約書及び委任状は、君津中央病院企業団所定の様式にて提出すること。 

② 入札者が代理人である場合においても、誓約書及び入札書には代表者印を押印すること。 

③ 委任状、誓約書及び入札書は代理人の印では修正できない。 

④ 再度入札の回数は、１回とする。 

⑤ 落札候補者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札した者に

「くじ」を引かせて落札候補者とする。 

⑥ 入札用封筒は、長形３号（１２０×２３５㎜）以下を使用し、宛名（君津中央病院企業 

団 企業長 福山 悦男宛）、件名、称号又は名称を記入のうえ、封印（３箇所）すること。 

（2） 入札の無効 

次のいずれかに該当する入札については、無効とする。なお、入札参加申請後に指名停止

措置を受け、入札時において指名停止期間中である者は、入札に参加できない。また、入札

が無効となった者は、再度入札に参加することができない。 

① 入札に参加する資格を有しない者のした入札 

② 委任状を持参しない代理人のした入札 

③ 記名押印を欠く入札 

④ 金額を訂正した入札 



⑤ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札 

⑥ 同一人がした２以上の入札 

⑦ 明らかに連合であると認められる入札 

⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は２人以上の代理をした者の入札 

⑨ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

１１ 落札者の決定 

（1） 本入札は、事後審査方式による入札であるため、予定価格の範囲内で最低の価格をもって

入札した者を落札候補者として指名し、入札参加資格審査の結果、入札参加資格があると認

められた者である場合に落札者として決定する。ただし、再度入札を行っても落札者が決定

しないときは、最低の価格をもって入札した者と随意契約に移行することができる。 

(2) 落札者として決定した場合は、平成２９年 ６月２８日（水）までに通知する。 

(3) 入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。説

明を求める場合は、平成２９年 ６月２９日（木）までに君津中央病院 事務局管財課に書

面を持参して行わなければならない。 

（4）理由は、平成２９年 ６月３０日（金）までに書面で回答する。 

 

１２ 入札の辞退 

    入札参加申請を提出された後、都合により入札を辞退する場合は、入札執行前までに入札

辞退届を郵送又は持参により提出すること。 

 

１３ 契約締結時期 

   落札者は、落札の決定後、７日以内に契約を締結しなければならない。 

 

１４ その他 

（1）資格確認資料作成説明会及び現場説明会は、実施しない。 

（2）資格確認資料のヒアリングは実施しない。ただし、記載内容が不明確で入札参加資格を確

認できない場合は、資料の提出を求めることがある。 

（3）提出された資格確認資料は、返還しない。なお、申請者又は個人の権利、競争上の地位 

その他正当な利益を害するおそれがあると認められる事項については公表しない。 

（4）入札参加者は、本書及び仕様書等を熟読し、入札の心得を遵守すること。 

（5）入札参加者が１者の場合においても、特別な事情が無い限り入札を行うものとする。 

（6）その他、入札の取扱いについて必要な事項は、地方自治法、その他関連法令及び君津中

央病院企業団財務規程の定めるところによる。 

 

１５ 問い合わせ先 

   君津中央病院 事務局管財課 

  ③木更津市桜井１０１０番地 電話０４３８－３６－１０７２ 


